
 

 
 

議案第２２号 

   佐野市保育所条例の改正について 

佐野市保育所条例の一部を改正する条例を次のように定めます。 

令和２年２月２８日提出 

 佐野市長 岡 部 正 英 

佐野市保育所条例の一部を改正する条例 

佐野市保育所条例（平成２７年佐野市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第２項中「とし、佐野市堀米保育園の開所時間は午前７時３０分か

ら午後９時まで」を削る。 

別表佐野市堀米保育園の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

理 由 

  佐野市堀米保育園を廃止するため本条例を改正したいので提案するもの

です。 



議案第２２号参考資料 

佐野市保育所条例の改正案 新旧対照表 

現       行 改   正   案 

（開所時間） （開所時間） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、佐野市大橋保育園、佐野市吉水保育園及び佐野市た

ぬま保育園の開所時間は午前７時30分から午後７時30分までとし、佐野市堀米保育園の

開所時間は午前７時30分から午後９時までとする。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、佐野市大橋保育園、佐野市吉水保育園及び佐野市た

ぬま保育園の開所時間は午前７時30分から午後７時30分までとする。 

３ （略） ３ （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

（略） （略） 

佐野市堀米保育園 佐野市堀米町990番地 

（略） （略） 
 

名称 位置 

（略） （略） 

 

（略） （略） 
 

 


